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(57)【要約】
【課題】片手に持って使用する小形軽量のハンディクリ
ーナにおいて、従来充電式のバッテリパックがクリーナ
本体内に組み込まれる構成であり、その取り付け、取り
外し時にはバッテリ収容部を塞ぐ蓋を開閉する必要があ
り、この点で取り扱いが面倒で、蓋を紛失するおそれも
あった。本発明では、バッテリパックの主としてクリー
ナ本体に対する取り付け、取り外し時等の取り扱い性を
高めることを目的とする。
【解決手段】バッテリパック２０を内部組み込み式では
なく、その全体若しくは一部が露出された状態でクリー
ナ本体１１に装着されるカートリッジ式とする。これに
より、従来の蓋を排除してバッテリパック２０の取り付
け、取り外し時の取り扱い性をよくする。
【選択図】図１



(2) JP 2010-178773 A 2010.8.19

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
手に持って使用するハンディクリーナであって、カートリッジ式のリチウムイオンバッテ
リを電源として備えるハンディクリーナ。
【請求項２】
請求項１記載のハンディクリーナであって、前記バッテリパックは、クリーナ本体に対し
て係脱する爪部と、該爪部を離脱側に操作するための取り外しボタンを備えたハンディク
リーナ。
【請求項３】
請求項１又は２記載のハンディクリーナであって、クリーナ本体の後部に使用者が把持す
るハンドル部を備え、該ハンドル部の下部に沿って前記バッテリパックを取り付けるハン
ディクリーナ。
【請求項４】
請求項３記載のハンディクリーナであって、前記ハンドル部の下部に案内レール部を備え
、該案内レール部に対して前記バッテリパックを前方にスライドさせて取り付け可能、後
方へスライドさせて取り外し可能なハンディクリーナ。
【請求項５】
請求項４記載のハンディクリーナであって、前記バッテリパックを取り付けた状態におい
て該バッテリパックの前部と前記クリーナ本体との間に使用者が指先を差し入れ可能なハ
ンディクリーナ。
                                                                                

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えばハンディクリーナと称される小形の手持ち式掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ハンディクリーナは、その利便性を考慮して直流電源式のものが多く提供され
ている。ハンディクリーナの電源には、充電して繰り返し使用可能なバッテリパックが用
いられている。ハンディクリーナのバッテリパックに関する技術が例えば下記の特許文献
に開示されている。
　これら特許文献に開示されているように従来、バッテリパックは、本体ハウジングの後
部に設けたバッテリ取り出し口を経て取り付け、取り外しすることができる。バッテリパ
ックは、バッテリ取り出し口から差し込んで取り付ければ、本体ハウジング内の電源回路
に電気的に接続される。この取り付け状態では、バッテリパックは駆動モータや回路基板
等と同様内蔵（組み込み）部品として本体ハウジング内に組み込まれた状態となる。この
ため、バッテリ取り出し口は蓋で閉じられて、取り付けたバッテリパックは外部から見え
ない状態となる。
　一方、このバッテリパックは、蓋を外して本体ハウジングから取り外し、別途用意した
充電器で充電すれば繰り返し使用することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開昭６１－１９８６４６号公報
【特許文献２】特開昭６３－２４０８１５号公報
【特許文献３】特開昭６３－２９６７２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように、従来ハンディクリーナのバッテリパックは、取り出し口を蓋で閉じれば内
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部に組み込まれて見えない状態となり、充電等のためにこのバッテリパックを取り外すに
は蓋を外す必要があった。このため、蓋の開閉操作が面倒であるとともに、取り外した蓋
を紛失するおそれもあった。また、バッテリパックを本体ハウジング内に収容する必要上
、クリーナの小型化を図ることが困難であった。
　なお、バッテリパックは、上記ハンディクリーナに限らず、例えば穴明け加工用の充電
式電気ドライバ等の電動工具についても多数用いられている。近年、この種の電動工具の
バッテリパックには、ニッケル－カドミウム電池に加えてより軽量なリチウムイオン電池
が用いられるようになっている。
　また、電動工具については、バッテリパックを本体ハウジング内に組み込む形態ではな
く、ハンドル部の先端に簡単な操作で着脱可能とするカートリッジ形式のものが提供され
ている。
　そこで、本発明は、バッテリパックの取り付け形態について、従来の内部組み込み形式
における蓋の開閉操作を必要としない結果、その取り付け、取り外しの操作が楽なカート
リッジ式のハンディクリーナを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このため、本発明は、特許請求の範囲の各請求項に記載した構成のハンディクリーナと
した。
　請求項１記載のハンディクリーナによれば、バッテリパックの装着形態について従来の
内部組み込み式ではなくカートリッジ式であるので蓋の開閉操作を必要としないことから
、当該バッテリパックのクリーナ本体に対する取り付け、取り外し操作を簡単に行うこと
ができる。
　また、バッテリパックをカートリッジ式とすることにより、当該バッテリパックを他形
式のハンディクリーナ若しくは電動工具と共通化（汎用電源化）しやすくなる。
　請求項２記載のハンディクリーナによれば、クリーナ本体に対して確実に取り付けるこ
とができ、かつ取り外しボタンの簡単な操作で取り外すことができ、この点で当該バッテ
リパックの取り扱い性を一層高めることができる。
　請求項３記載のハンディクリーナによれば、比較的重量の大きなバッテリパックをハン
ドル部の下側に沿って取り付けることにより、使用者が受ける当該バッテリパックの重量
感を低減することができ、この点で当該ハンディクリーナの使い勝手を高めることができ
る。
　請求項４記載のハンディクリーナによれば、バッテリパックを簡単なスライド操作によ
りクリーナ本体に取り付け、取り外しすることができ、この点で当該ハンディクリーナの
使い勝手を高めることができる。
　請求項５記載のハンディクリーナによれば、特別な滑り止め手段を用いることなくバッ
テリパックの取り外しを簡単に行うことができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の第１実施形態に係るハンディクリーナの全体側面図である。本図では、
バッテリパックを装着した状態で示されている。
【図２】本発明の第１実施形態に係るハンディクリーナの全体側面図である。本図では、
後部側の内部構造が示されている。
【図３】本発明の第１実施形態に係るハンディクリーナの全体側面図である。本図では、
バッテリパックを取り外した状態で示されている。
【図４】バッテリパック取り付け部を図３中矢印(IV)方向から見た下面図である。
【図５】バッテリパック単体の斜視図である。
【図６】第２実施形態に係るハンディクリーナの全体側面図である。
【図７】第２実施形態に係るハンディクリーナの全体側面図である。本図では、後部側の
内部構造が示されている。
【図８】第２実施形態に係るハンディクリーナの全体側面図である。本図では、バッテリ
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パックを取り外した状態で示されている。
【図９】バッテリパック取り付け部を図８中矢印(IX)方向から見た後面図である。
【図１０】第３実施形態に係るハンディクリーナの全体側面図である。本図では、バッテ
リパックを装着した状態で示されている。
【図１１】第３実施形態に係るハンディクリーナの全体側面図である。本図では、バッテ
リパックを取り外した状態で示されている。
【図１２】第３実施形態に係るバッテリパック単体の斜視図である。
【図１３】バッテリパック取り付け部を図１１中矢印(XIII)方向から見た後面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　次に、本発明の３つの実施形態を図１～図１３に基づいて説明する。各実施形態に係る
ハンディクリーナ１０，３０，５０は、例えば自動車の室内清掃や小部屋の簡易な清掃等
をする場合に、使用者が片手で持って簡単に使用することができる小形且つ軽量の充電式
掃除機であり、それぞれクリーナ本体１１，３１，５１に対するバッテリパック２０，３
０，６０の装着形態に特徴を有している。クリーナ本体１１，３１，５１については従来
公知の構成であり、各実施形態において特に変更を要しないので詳細な説明を省略する。
　図１～図３は、第１実施形態に係るハンディクリーナ１０を示している。このハンディ
クリーナ１０は、クリーナ本体１１から取り外して充電することにより再使用可能なバッ
テリパック２０を電源として備えている。クリーナ本体１１は、バッテリパック２０を電
源として駆動する電動モータ１２とこの電動モータ１２により回転するファンを主体とす
る吸引機構１３を本体ハウジング１４に内蔵している。本体ハウジング１４の先端部に吸
塵口１５を備えている。本体ハウジング１４の前側半分は、吸引したゴミ等を廃棄するた
めに取り外すことができる。
　本体ハウジング１４の後部には、使用者が把持するループ形のハンドル部１６が設けら
れている。このハンドル部１６の内周側には、使用者が指先で引き操作するスイッチレバ
ー１７が設けられている。このスイッチレバー１７を図示上側へ引き操作すると、電動モ
ータ１２が起動して吸塵口１５から粉塵等を吸引することができる。また、ハンドル部１
６の後部には吊り下げ用のストラップ１６ａが取り付けられ、前部には暗所での清掃時に
便利な照明具１６ｂが備え付けられている。図２に示すようにこの照明具１６ｂは、ハン
ドル部１６の前面であって前方に障害物がない部位に出っ張らない状態に組み込まれてい
る。この照明具１６ｂによって主として吸塵口１５の周辺が明るく照らされる。この照明
具１６ｂの光源にはＬＥＤ（発光ダイオード）が用いられている。ＬＥＤに代えて電球を
用いてもよい。この照明具１６ｂの電源としてもバッテリパック２０が利用される。
　このハンドル部１６の下面側に、バッテリパック２０を装着するためのバッテリ取り付
け部１８が設けられている。このバッテリ取り付け部１８の前側には、排気口１９が設け
られている。
　バッテリパック２０は、バッテリ取り付け部１８に対して前側へスライドさせることに
より取り付けることができる。逆に、バッテリパック２０は、バッテリ取り付け部１８か
ら後ろ側へスライドさせることにより取り外すことができる。
【０００８】
　バッテリ取り付け部１８の詳細が図４に示されている。このバッテリ取り付け部１８の
左右両側には、左右一対の案内レール部１８ａ，１８ａが一体に設けられている。この左
右の案内レール部１８ａ，１８ａに対応して、バッテリパック２０の上面側の左右側部に
は左右一対の係合突部２０ａ，２０ａが一体に設けられている。バッテリ取り付け部１８
に対してバッテリパック２０を前後にスライドさせて、左右の案内レール部１８ａ，１８
ａに係合突部２０ａ，２０ａを係脱させることにより、当該バッテリパック２０をバッテ
リ取り付け部１８に対して取り付け、取り外しすることができる。
　図５には、バッテリ取り付け部１８から取り外した状態のバッテリパック２０が単体で
示されている。このバッテリパック２０は、電圧１４．４Ｖの充電式リチウムイオンバッ
テリで、別途用意する充電器で充電して繰り返し使用することができる。
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　一般にリチウムイオンバッテリは、ニッケル水素バッテリに比して軽量である。例えば
、市場で一般的に流通するニッケル水素バッテリで、電圧１４．４Ｖ、公称容量３．３Ａ
ｈのものは重さ１０２０ｇであるのに対して、同じく電圧１４．４Ｖ、公称容量３．０Ａ
ｈのリチウムイオンバッテリは重さ５００ｇ程度であり、約１／２に軽量化されている。
従って、リチウムイオンバッテリを電源として用いることによりハンディクリーナ１０を
全体として軽量化することができる。
　このバッテリパック２０は概ね６面体のブロック体形状を有するもので、その上面には
、プラス端子２０ｂとマイナス端子２０ｃをそれぞれ備えた前後に細長い２つの端子溝２
０ｂ，２０ｃが設けられている。この端子溝２０ｂ，２０ｃに対応して、バッテリ取り付
け部１８には、プラスの接続端子１８ｂとマイナスの接続端子１８ｃが設けられている。
プラスの接続端子１８ｂを端子溝２０ｂ内に進入させ、マイナスの接続端子１８ｃを端子
溝２０ｃ内に進入させた状態で当該バッテリパック２０をバッテリ取り付け部１８に取り
付けることにより、当該バッテリパック２０がクリーナ本体１０の電源回路に電気的に接
続される。
　バッテリパック２０の上面後部には、上下に進退する係合爪２１が設けられている。こ
の係合爪２１は、後面に設けた取り外しボタン２２を指先で下側へスライド操作すること
によって下方へ退避させることができる。この係合爪２１は、上方のロック位置側にばね
付勢されている。また、この係合爪２１の前部は、当該バッテリパック２０の取り付け動
作に伴って退避側へ変位するための傾斜面２１ａが設けられている。
【０００９】
　この係合爪２１に対応してバッテリ取り付け部１８の後部には、係合爪２１が係合する
係合凹部１８ｄが設けられている。この係合凹部１８ｄ内に係合爪２１が進入すると、バ
ッテリパック２０の取り外し側（後ろ側）への変位が規制されて、バッテリ取り付け部１
８に対して当該バッテリパック２０が取り付けた状態にロックされる。
　この取り付け状態において、使用者が指先でバッテリパック２０の取り外しボタン２２
を下側に移動操作すると、これに伴って係合爪２１が下方へ一体で変位し、係合凹部１８
ｄ内から退出する。このため、バッテリパック２０を後ろ側へスライドさせてバッテリ取
り付け部１８から取り外すことができる。
　図１及び図２に示すようにバッテリ取り付け部１８の前部から当該クリーナ本体１１の
下部に至る範囲で本体ハウジング１４の外形はなだらかに傾斜している。このため、バッ
テリパック２０をバッテリ取り付け部１８に取り付けた状態では、当該バッテリパック２
０の前側に使用者が指先を差し入れるためのスペースＳが発生する。使用者は、このスペ
ースＳに指先を差し入れることによってバッテリパック２０を簡単に後ろ側へ押して取り
外すことができる。
【００１０】
　以上のように構成した第１実施形態のハンディクリーナ１０によれば、ハンドル部１６
の下部に設けたバッテリ取り付け部１８に対してバッテリパック２０を前後にスライドさ
せて取り付け、取り外しすることができる。バッテリパック２０を取り付ける場合には、
その係合突部２０ａ，２０ａをバッテリ取り付け部１８の左右の案内レール部１８ａ，１
８ａに沿って係合させつつ前側へスライドさせると、後部の係合爪２１がその傾斜面２１
ａの作用により下方へ退避する。バッテリパック２０が取り付け位置に至って電気的に接
続されると係合爪２１がバッテリ取り付け部１８の係合凹部１８ｄ内に進入する。これに
より、バッテリパック２０の取り外し方向へ変位が規制されて当該バッテリパック２０が
ハンドル部１６の下面側に沿って取り付けられた状態にロックされる。
　バッテリパック２０を取り外すには、使用者は指先で取り外しボタン２２を押し下げ操
作して、係合爪２１を係合凹部１８ｄ内から退避させ、この状態で当該バッテリパック２
０を後ろ側へスライドさせればよい。
　このように、従来の本体組み込み式とは異なって、当該ハンディクリーナ１０の外形（
外観）の一部を構成（露出）する装着形態であるカートリッジ式であるため、バッテリパ
ック２０の取り付け、取り外しに際して蓋を開閉する必要がなく、この点で当該バッテリ
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パック２０の取り付け、取り外し操作についてハンディクリーナ１０の使い勝手（操作性
）を高めることができる。
　また、本実施形態のハンディクリーナ１０によればバッテリパック２０を取り付けた状
態において、当該バッテリパック２０の前部に使用者が指先を差し入れるスペースＳが発
生するため、当該バッテリパック２０の取り外し操作を楽に行うことができる。このスペ
ースＳを利用して簡単に取り外すことができるので、当該バッテリパック２０の例えば左
右側部に突起部等の特別な滑り止め手段を設ける必要がない。
　さらに、係合爪２１が係合凹部１８ｄに係合することにより確実な取り付け状態を維持
することができるとともに、取り外しボタン２２を押し下げ操作すれば簡単に取り外すこ
とができ、この点でも当該バッテリパック１０の良好な取り扱い性が確保されている。
　また、ニッケル水素バッテリに比して約半分に軽量化できるもののクリーナ本体１側の
各構成部品に比して依然として重量の大きなバッテリパック２０が使用者が把持するハン
ドル部１６の直下に取り付けられる構成であるので、当該クリーナ本体１１の例えば先端
部に装着する場合に比して使用者は当該バッテリパック２０の重さをさほど感ずることな
く持ち運ぶことができる。
　さらに、バッテリパック２０を本体ハウジング１４内に収容する組み込み式ではなく、
クリーナ本体１１に対して露出した状態に取り付けるカートリッジ式であるので、クリー
ナ本体１１のバッテリ取り付け部１８に対する取り付け寸法関係についてのみ一致させれ
ば、そのサイズを問わず他形態のハンディクリーナ若しくは電動工具との間でバッテリパ
ックを共通化することができる。
　また、広範囲の電圧に対する電動モータあるいは変換回路により、例えば１２Ｖ、１４
．４Ｖあるいは１８Ｖといったように異なる電圧のバッテリパックを使用できるようにな
る。
【００１１】
　次に、図６～図９には第２実施形態のハンディクリーナ３０が示されている。この第２
実施形態も、クリーナ本体３１に対するバッテリパック４０の装着形態に特徴を有してい
る。第１実施形態と同様、クリーナ本体３１は、本体ハウジング３４に電動モータ３２と
これにより動作する吸引機構３３を内蔵した構成を備えている。本体ハウジング３４の前
部に吸塵口３５が設けられている。
　クリーナ本体３１の後部には、使用者が把持するループ形のハンドル部３６が設けられ
ている。ハンドル部３６の内周側には、使用者が指先で引き操作するためのスイッチレバ
ー３７が設けられている。このスイッチレバー３７を引き操作すると、電動モータ３２が
起動して吸塵口３５から粉塵等を吸引することができる。
　吸引機構３３の周囲であって本体ハウジング３４の左右側部には、排気口３９が設けら
れている。吸引に伴う排気がこの排気口３９を経て放射方向に吹き出される。
　第１実施形態と同様、ハンドル部３６の下面側にバッテリ取り付け部３８が設けられて
いる。このバッテリ取り付け部３８は、第１実施形態とは異なって概ね筒体形を有してい
る。このバッテリ取り付け部３８は、図９に示すように後方に開口されている。このバッ
テリ取り付け部３８の奥部（底部）に、プラスの接続端子３８ａとマイナスの接続端子３
８ｂが配置されている。このバッテリ取り付け部３８に対して後方からバッテリパック４
０を抜き差しすることにより、当該バッテリパック４０をクリーナ本体３１に対して取り
付け、取り外しすることができる。このバッテリ取り付け部３８にバッテリパック４０を
差し込めば、当該バッテリパック４０の端子孔（図では見えていない）に接続端子３８ａ
，３８ｂが挿入されて当該バッテリパック４０がクリーナ本体３１の電源回路に電気的に
接続される。
【００１２】
　第２実施形態に係るバッテリパック４０は、第１実施形態のバッテリパック２０よりも
小形で７．２Ｖのリチウムイオンバッテリが用いられている。このバッテリパック４０は
、断面小判形（長円形）の本体部４０ａと、この本体部４０ａの後部に若干大径に形成さ
れた頭部４０ｂを備えている。本体部４０ａには、４本のバッテリセルが内装されている
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。
　図８に示すようにバッテリパック４０の頭部４０ｂの左右両側部には、係合爪４１，４
１とこれを離脱側に操作するための押しボタン４２，４２が設けられている。この両係合
爪４１，４１に対応して、バッテリ取り付け部３８の口元内側には、図９に示すように左
右一対の係合突部３８ｃ，３８ｃが設けられている。この両係合突部３８ｃ，３８ｃに対
して係合爪４１，４１は、それぞれバッテリパック４０の取り外し方向にのみ係合し、取
り付け方向については両係合爪４１，４１が弾性力に抗して退避する。このため、バッテ
リパック４０をバッテリ取り付け部３８に差し込むと、左右の係合爪４１，４１がそれぞ
れバッテリ取り付け部３８側の係合突部３８ｃに係合して当該バッテリパック４０が取り
付け位置にロックされる。
　この取り付け状態において、左右の押しボタン４２，４２を指先で両側から挟むように
して押し操作すると、両係合突部３８ｃ，３８ｃに対する係合爪４１，４１の係合状態が
解除されるため、当該バッテリパック４０をバッテリ取り付け部３８から後方へ抜き出す
ようにして取り外すことができる。図８は、バッテリパック４０を取り外した状態を示し
ている。
　以上のように構成した第２実施形態のハンディクリーナ３０によっても、従来のバッテ
リパック組み込み式とは異なって、ハンディクリーナ３０のバッテリ取り付け部３８に対
してバッテリパック４０を抜き差しすることにより取り付け、取り外しすることができ、
取り付けた状態では主としてその頭部４０ｂが当該ハンディクリーナ３０の外形の一部を
構成（露出）する装着形態であるカートリッジ式であるので、当該バッテリパック４０の
取り付け、取り外しに際して従来のような蓋を開閉操作する必要がなく、この点で当該ハ
ンディクリーナ３０の取り扱い性を高めることができる。
　また、比較的重量の大きなバッテリパック４０がハンドル部３６の下部に取り付けられ
る構成であるので、持ち運び時等の重量バランスがよい。
【００１３】
　図１０～図１３には、バッテリパック６０について前記第２実施形態とは異なる第３実
施形態のハンディクリーナ５０が示されている。クリーナ本体５１については概ね第２実
施形態に係るクリーナ本体３１と同様に構成されており、その前端部に吸塵口５５を備え
、本体ハウジング５４の後部には使用者が把持するループ形のハンドル部５６が設けられ
ている。このハンドル部５６の内周側に使用者が指先で引き操作するスイッチレバー５７
が設けられている。また、本体ハウジング５４の長手方向ほぼ中央の左右両側部には、排
気口５９～５９が設けられている。
　ハンドル部５６の下部に沿ってバッテリ取り付け部５８が設けられている。このバッテ
リ取り付け部５８も、第２実施形態と同様概ね筒体形に形成されており、後方に向けて開
口されている。このバッテリ取り付け部５８の奥部（底部）に、プラスの接続端子５８ａ
とマイナスの接続端子５８ａが配置されている。このバッテリ取り付け部５８に後方から
バッテリパック６０を抜き差しすることにより、当該バッテリパック６０をクリーナ本体
５１に対して取り付け、取り外しすることができる。
　図１２に示すように第３実施形態のハンディクリーナ５０に装着されるバッテリパック
６０は、断面三角形の本体部６０ａと、この本体部６０ａの後部にやや大径に形成された
頭部６０ｂを備えている。本体部６０ａに３本のバッテリセルが内装されている。本体部
６０ａの前端面に、プラスとマイナスの端子孔６０ｃ，６０ｄが設けられている。この本
体部６０ａをバッテリ取り付け部５８に差し込めば、端子孔６０ｃ，６０ｄに上記接続端
子５８ａ，５８ｂが挿入されて当該バッテリパック６０がクリーナ本体５１側の電源回路
に電気的に接続される。
　頭部６０ｂの左右両側部に係合爪６１，６１とこれを離脱側に操作するための押しボタ
ン６２，６２が設けられている。この両係合爪６１，６１に対応して、バッテリ取り付け
部５８の口元内側には、図１３に示すように左右一対の係合突部５８ｃ，５８ｃが設けら
れている。この両係合突部５８ｃ，５８ｃに対して係合爪６１，６１は、それぞれバッテ
リパック６０の取り外し方向にのみ係合し、取り付け方向については両係合爪６１，６１
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が弾性力に抗して退避する。このため、バッテリパック６０をバッテリ取り付け部５８に
差し込むと、左右の係合爪６１，６１がそれぞれバッテリ取り付け部５８側の係合突部５
８ｃ，５８ｃに係合して当該バッテリパック６０が取り付け位置にロックされる。
　この取り付け状態において、左右の押しボタン６２，６２を指先で両側から挟むように
して押し操作すると、両係合突部５８ｃ，５８ｃに対する係合爪６１，６１の係合状態が
解除されるため、当該バッテリパック６０をバッテリ取り付け部５８から後方へ抜き出す
ようにして取り外すことができる。図１１は、バッテリパック６０を取り外した状態を示
している。
　以上のように構成した第３実施形態のハンディクリーナ５０によっても、バッテリパッ
ク６０をバッテリ取り付け部５８に対して抜き差しするだけで取り付け、取り外しするこ
とができ、従来の本体組み込み式とは異なって蓋を開閉操作する必要がないカートリッジ
式であるので、この点で当該ハンディクリーナ５０の操作性及び取り扱い性を高めること
ができる。
【符号の説明】
【００１４】
１０…ハンディクリーナ（第１実施形態）
１１…クリーナ本体
１２…電動モータ
１３…吸引機構
１４…本体ハウジング
１５…吸塵口
１６…ハンドル部、１６ａ…ストラップ
１７…スイッチレバー
１８…バッテリ取り付け部
１８ａ…案内レール部、１８ｂ，１８ｃ…接続端子、１８ｄ…係合凹部
１９…排気口
２０…バッテリパック、２０ａ…係合突部、２０ｂ，２０ｃ…端子溝
２１…係合爪、２１ａ…傾斜面
２２…取り外しボタン
３０…ハンディクリーナ（第２実施形態）
３１…クリーナ本体
３２…電動モータ
３３…吸引機構
３４…本体ハウジング
３５…吸塵口
３６…ハンドル部
３７…スイッチレバー
３８…バッテリ取り付け部、３８ａ，３８ｂ…接続端子、３８ｃ…係合突部
３９…排気口
４０…バッテリパック、４０ａ…本体部、４０ｂ…頭部
４１…係合爪
４２…押しボタン
５０…ハンディクリーナ（第３実施形態）
５１…クリーナ本体
５４…本体ハウジング
５５…吸塵口
５６…ハンドル部
５７…スイッチレバー
５８…バッテリ取り付け部、５８ａ，５８ｂ…接続端子、５８ｃ…係合突部
５９…排気口
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６０…バッテリパック
６０ａ…本体部、６０ｂ…頭部、６０ｃ，６０ｄ…端子孔
６１…係合爪
６２…押しボタン
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